
 泊村特産品開発支援事業補助金交付要綱 

 

 

令和３年９月１日要綱第２３号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、泊村内の事業者又は泊村民が、地域の農林水産物を活用した新たな特産品

の開発、既存特産品の改良または特産品としての商品化を目的とした既存商品の改良に要する

経費の一部を補助することにより、地域産業の振興と地域活性化に資すること、販路の拡大による

安定した事業運営の推進を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「特産品」とは、原則として泊村で生産する原材料を加工した商品又は村

内で製造・加工する商品で泊村の魅力を発信できる商品をいう。ただし、飲食店で提供する料理

等については除く。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、村内に住所を有する個人、

村内に住所を有する者が構成員となる団体又は村内に事業所を有する法人であって、次の各号

に掲げる要件を満たすものとする。ただし、同一事業につき１会計年度１回限りとする。 

 （１） 泊村暴力団排除条例（平成２４年条例第１５号）第２条第１号に掲げる暴力団、同条第２号に

掲げる暴力団員及び同条第３号に掲げる暴力団員事業者でないこと。 

 （２） 村税及び使用料等の滞納がないこと。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次のいずれかに該当す

るものとする。 

（１） 特産品開発支援事業  特産品を新たに開発し、商品化する事業 

（２） 既存特産品改良支援事業  既存の特産品を改良し、特産品として商品化する事業 

（３） その他、村長が特に必要と認める事業 

 

（補助対象経費等） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、対象期間及び補助率は別

表のとおりとする。ただし、算出された交付額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り

捨てるものとする。 

２ 国、北海道、その他の機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等を補助対象経費

から控除する。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、泊村特産品開発支援事業補



助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて村長に提出し

なければならない。 

 （１） 事業計画書（様式第２号） 

 （２） 事業予算書（様式第３号） 

 （３） 見積書、その他事業予定額が確認できるもの 

 （４） 個人の場合は、住民票、団体の場合はその代表者の住民票、団体の規約及び構成員名簿、

法人の場合は法人登記事項証明書（全部事項証明書） 

 （５） 納税証明書等又は納税状況等調査同意書（様式第４号） 

 （６） 既に補助金の交付を受けている場合は、泊村特産品開発支援事業補助金交付決定書の写 

   し 

 （７） その他村長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第７条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び補助

金額を決定し、速やかに泊村特産品開発支援事業補助金交付決定通知書（様式第５号）により申

請者に通知するものとする。 

 ２ 村長は、補助金の交付の決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を

付すことができる。 

 

（交付の不決定） 

第８条 村長は、第７条第１項の規定により補助金の不交付を決定したときは、速やかに泊村特産品

開発支援事業補助金不交付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知しなければならない。 

 

（変更の承認） 

第９条 補助事業などに要する経費の変更は、補助対象経費の額の２０パーセントを超える額の変

更を行う場合とし、泊村特産品開発支援事業変更承認申請書（様式第７号）に次の書類を添えて

村長に提出しなければならない 

 （１） 変更事業計画書（様式第２号） 

 （２） 変更事業予算書（様式第３号） 

 （３） その他、村長が必要と認める書類 

 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、泊村特産品開発支援事業実績報告書（様式

第８号）に、次の書類を添えて速やかに村長に提出しなければならない。 

 （１） 事業実績書（様式第９号） 

 （２） 事業精算書（様式第１０号） 

 （３） 補助対象経費にかかる契約書等の写し 

 （４） 領収書、受領書等支払いを証明するものの写し 

 （５） 事業の実施過程を記録した書類（写真等） 

 （６） その他、村長が必要と認める書類 



 ２ 実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査

等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適

合するか調査する。 

 ３ 事業報告の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金

の交付決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日とする。 

 

（補助金等の額の確定等） 

第１１条 村長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該補助事業の成果が補助金の交

付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたと

きは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに泊村特産品開発支援事業補助金交付額確定

通知書（様式第１１号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第１２条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、泊村特産品開発支援事業補助金

交付請求書（様式第１２号）を村長に提出しなければならない。 

 ２ 村長は、前項の補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

 

（概算払） 

第１３条 村長は、特に必要があると認めるときは、補助事業者からの請求により、補助事業の完了

の前に補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。 

 ２ 補助事業者は、補助金の概算払による交付を受けようとするときは、泊村特産品開発支援事業

補助金概算払請求書（様式第１３号）を、村長に提出するものとする。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第１４条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の対象となった事業を中止又は廃止するときは、

村長に泊村特産品開発支援事業中止（廃止）届出書（様式第１４号）を届け出なければならない。 

 

（補助金の交付決定の取り消し） 

第１５条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その

全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、その通知は、特産品開発支援事業補

助金交付決定取消通知書（様式第１５号）により行うものとする。 

 （１） 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

 （２） 補助金を補助金の対象となった事業以外の用途に使用したとき。 

 （３） 第３条各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

 （４） 前条の規定による届出があったとき。 

 （５） 決定通知書に記載された条件に違反したとき。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 村長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部



を泊村特産品開発支援事業補助金返還命令書（様式第１６号）により命ずるものとする。 

 

（帳簿及び書類の備付け） 

第１７条 補助事業者は、当該事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければ

ならない。 

２ 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度から５年間保存しなけれ

ばならない。 

 

（状況報告） 

第１８条 補助事業者は、村長から補助事業の遂行状況について、報告の要求があったときは、要

求のあった事項について報告しなければならない。 

 

（その他） 

第１９条 本要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、村長が別に定める。 

 

 

附則 

この要綱は、交付の日から施行し、令和３年９月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

補助事業の種類 対象期間 補助率 

特産品開発支援事業 
特産品１品につき２会計

年度を限度とする。 

補助対象経費の３分の２以内とする。ただし、

１会計年度あたり、１００万円を限度とする。 

既 存 特 産 品 

改 良 支 援 事 業 

特産品１品につき１会計

年度を限度とする。 

補助対象経費の２分の１以内とし、５０万円を

限度とする。ただし、既存の特産品のパッケ

ージ及びラベルをふるさと納税用に改良する

場合は製作数３，０００枚（個）以内の経費と

し、５０万円を限度とする。 

補助対象経費 

（１） 地域特産品の開発及び改良等に要する経費（原材料費、技術コンサルタント料、加工費、

消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、ホームページ開設費、特産品の生産・流

通・販路開拓に関する調査） 

※既存の増刷等は対象外 

（２） 地域特産品の品質等の検査に要する経費（品質保証表示等を得るための費用、成分分析

費等） 

（３） 特産品の開発及び改良に必要な期間装置等の購入又はレンタルに要する経費（備品・機

械装置の購入又はレンタル料等） 

※既存機器の更新は対象外 

※申請者が自ら直接使用するものに限る 

（４） 特産品のパッケージ等のデザイン製作に要する経費（商品、パッケージ、ラベル等のデザイ

ン料等） 

（５）特産品の試食会、商標登録等に要する経費（原材料、消耗品、会場使用料に要する費用、

商標登録を得るための費用） 

※１ 補助対象経費は試作までを対象とし、販売のための商品に係る経費は、補助対象外とする。 

※２ 人件費及び旅費（交通費、日当及び宿泊代等）は補助対象外とする。 

※３ 補助対象経費は、消費税額を除くものとする。 

※４ 交付決定日以前に執行した対象経費は、補助対象外とする。 


